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論点整理メモ（座長案） ～今後の検討の基本的枠組みについて～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（例） 
＜裁判と競争し得る ADR＞ 

等 等 等

※ 相談・苦情処理も ADR を支えるも

のとして認識する必要 

（例） 
＜裁判等の適切な機関につなげていく 

機能を担う機関としての ADR＞

○ よろず相談所として、相談者に適切な

機関を紹介する窓口 

（例） 
＜裁判までは必要としない事案、 

なじまない事案を扱う ADR＞

○ 法的な専門知識よりも専門家のアド

バイスが有効であると考えられる事

案 
○ 判例の集積により解決基準が明確化

されている紛争類型に関する事案 
○ 比較的少額軽微な、日常的に発生す

ると考えられる一般的事案 
○ 紛争解決ルールが未整備な新産業

分野などに係る事案 

（例） 
＜私的自治を徹底した ADR＞ 

 
○ 当事者の納得性を重視し、当事者

が主体的に解決 

拡充・活性化を図るべきと考えられる ADR 

携

関係省庁等連絡会議等と

の連  

いわゆる ADR 基本法を制

定する必要性 

既
存
制
度
（民
事
基
本
法
・個
別
法
等
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の
整
合
性
・国
際
ル
ー
ル
の
尊
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促進的な規定を設

け る 場 合 の 対 象

ADR の限定方法 

通則的な規定を設

ける場合の規定の

性格（義務かデフォ

ルト・ルールか） 

法的効果の付与等

の内容とそのため

の要件 

法律を制定する場

合の ADR の範囲 
（対象紛争、設置主

体、手続類型等） 

法律に規定すべき

事項と機関のルー

ルに委ねるべき事

項の区分 

ADR 拡充・活性化のために必要と考えられる取組 

基本理念の明確化 

 
ＡＤＲ（機関・主

宰 者 ） の 信 頼

性・公正性等を

確保するため、

国が一定のル

ールを設定すべ

きではないか 

 
ADR の魅力を

向上させ、利用

を 促 進 す る た

め、一定の法制

上・財政上の措

置を講ずるべき

ではないか 

 
ＡＤＲに臨む国

の姿勢を明確化

すべきではない

か 国やＡＤＲ関係者等の

責務の明確化 

ADR への法的な積極

的効果の付与 

ＡＤＲの手続・主宰者・

組織運営・情報利用制

限に関するルールや情

報開示に関するルール

の設定 

情報提供面（アクセス

向上）、担い手の確保・

育成面等での環境整備 
（関係省庁等連絡会議）

ＡＤＲ機関、利用者に対

する支援 

ADR・裁判（所）間の手

続面の連携を制度化 

国
の
関
与
（支
援
・規
律
）の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

 
ADR 関係機関

間の連携促進に

取り組むべきで

はないか 

多様な専門家を活用す

るための制度整備 

＜ADR 拡充・活性化の意義＞ 
（例） 
○ 裁判との分担による多様な

紛争解決ニーズへの対応

（社会全体の紛争解決機能

の強化） 
○ 私的自治に立脚した国民の

司法参加意識等の涵養 
○ 裁判所の負担軽減による裁

判機能の充実 
○ 競争者の存在による裁判の

機能強化         等 

＜ADR の位置付け＞ 
（例） 
○ ADR と裁判 
・ 近代（私的自治／国による強

制力独占）の紛争解決手段に

おける車の両輪 
・ ADR＝当事者の合意調達に

よる紛争解決 
○ ADR と相対交渉 
・ ADR＝私的自治の合意＋α

（第三者の判断） 
○ 司法・行政型 ADR 
・ 準司法的／後見的な紛争解

決手続の政策上の要請  等 

＜ADR 拡充・活性化の本旨＞ 
（例） 
○ 私的自治の尊重 
○ 自律性の尊重 
○ 多様性の尊重 
○ 当事者の自己責任による選

択機会の確保 
○ ADR への信頼性の確保 等

検
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法令化の際の主な論点 ADR 拡充・活性化の基本理念 


